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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

株式会社いよぎんコンピュータサービス 愛媛県松山市高砂町二丁目２番５号
自動車税（普通徴収のものに限る。）に
係る徴収金（以下「徴収金」という。）
の収納事務の取りまとめ

平成２３年４月１日から

平成２６年３月３１日

地銀ネットワークサービス株式会社 東京都千代田区鍛冶町１丁目８番３号 同上 同上

国分グローサーズチェーン株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１番１号 直営店舗及び加盟店舗における徴収金の
収納事務 同上

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４号 同上 同上

株式会社ココストアイースト 茨城県土浦市小松二丁目１３番１号 同上 同上

株式会社サークルＫサンクス 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 同上 同上

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地 同上 同上

株式会社セイコーマート 北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地 同上 同上

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８番地８ 同上 同上

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地 同上 同上

株式会社デイリーヤマザキ 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 同上 同上

株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 同上 同上

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６５
番地の１ 同上 同上

ミニストップ株式会社 東京都千代田区神田錦町１丁目１番地 同上 同上

株式会社ローソン 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 同上 同上

毎週（火・金）曜日発行 第２２７１号 平成２３年５月３１日

平成２３年５月３１日火曜日 第２２７１号

愛 媛 県 報

５１２



�愛媛県告示第７１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

長山歯科医院 長 山 誠 之 北宇和郡鬼北町大字奈良
４０４８－２

平成２３年
４月１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

ジャスコ新居浜店調剤薬局 イオン薬局新居浜店 イオンリテール株式会社 新居浜市前田町８－８ 平成２３年３月１日

二宮歯科クリ
ニック 二 宮 淳 大洲市長浜甲６５ 平成２３年

４月１日

浜 口 医 院 医療法人沢近会
浜口医院

南宇和郡愛南町城辺甲３４７
－２

平成２３年
５月１日

す み の 薬 局 株式会社Ｙ’ｓ
グローイング

新居浜市中筋町二丁目１
－３

平成２３年
５月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

二宮歯科クリ
ニック 二 宮 淳 大洲市長浜甲６０ 平成２３年

３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町１丁目９番地
８

今治市社協介護サービスセン
ター関前 今治市関前岡村甲２５２５番地１ 平成２３年４月１日

渡 邉 泰 彦 今治市徳重１８３－３ おんまや歯科医院 今治市美須賀町４丁目１－１６ 平成２３年４月１日

株式会社よしまる 宇和島市丸穂町一丁目９番３０
号 訪問介護未来 宇和島市丸穂町一丁目９番３０

号 平成２３年４月１日

社会福祉法人寿楽会 松山市権現町甲１０番地 小規模多機能いづみ 宇和島市泉町１丁目１番４０号 平成２３年４月１日

社会福祉法人寿楽会 松山市来住町３６番地 ショートステイいづみ 宇和島市泉町１丁目１番４０号 平成２３年４月１日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ デイサービスウェル 八幡浜市五反田１番耕地１０６

番地 平成２３年４月１日

社会福祉法人愛美会 四国中央市上分町乙８番地２ 小規模多機能型居宅介護事業
所山田井の郷

四国中央市金生町山田井字原
際８８７番地２ 平成２３年４月７日
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�愛媛県告示第７１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護事業等を次の

ように廃止した旨の届出があった。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

社会福祉法人愛美会 四国中央市上分町乙８番地２ 短期入所生活介護事業所山田
井の郷

四国中央市金生町山田井字原
際８８７番地２ 平成２３年４月７日

有限会社オアシス 伊予郡砥部町高市１３１８番地 グループホームぽかぽか（ふ
たみ）

伊予市双海町大久保字石ノ久
保甲９７４番地８ 平成２３年４月８日

有限会社ほくと 松山市堀江町５６７番地１ ヘルパーステーションまんな
か

四国中央市上柏町字法光防７
番地３ 平成２３年４月２０日

有限会社ほくと 松山市堀江町５６７番地１ 元気デイサービスまんなか 四国中央市上柏町字法光防７
番地３ 平成２３年４月２０日

株式会社幸徳 南宇和郡愛南町城辺甲１０３２番
地７ ヘルパーステーション幸徳 南宇和郡愛南町城辺甲１０３２番

地７ 平成２３年４月２８日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町１丁目９番地
８

今治市社協介護サービスセン
ター関前 今治市関前岡村甲２５２５番地１ 平成２３年４月１日

渡 邉 泰 彦 今治市徳重１８３－３ おんまや歯科医院 今治市美須賀町４丁目１－１６ 平成２３年４月１日

株式会社よしまる 宇和島市丸穂町一丁目９番３０
号 訪問介護未来 宇和島市丸穂町一丁目９番３０

号 平成２３年４月１日

社会福祉法人寿楽会 松山市権現町甲１０番地 小規模多機能いづみ 宇和島市泉町１丁目１番４０号 平成２３年４月１日

社会福祉法人寿楽会 松山市来住町３６番地 ショートステイいづみ 宇和島市泉町１丁目１番４０号 平成２３年４月１日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ デイサービスウェル 八幡浜市五反田１番耕地１０６

番地 平成２３年４月１日

有限会社ケアステーションや
すらぎ

四国中央市金生町下分９６９番
地の１

デイサービスセンターやすら
ぎ

四国中央市金生町下分９６９番
地の１ 平成２３年４月１日

社会福祉法人愛美会 四国中央市上分町乙８番地２ 小規模多機能型居宅介護事業
所山田井の郷

四国中央市金生町山田井字原
際８８７番地２ 平成２３年４月７日

社会福祉法人愛美会 四国中央市上分町乙８番地２ 短期入所生活介護事業所山田
井の郷

四国中央市金生町山田井字原
際８８７番地２ 平成２３年４月７日

有限会社オアシス 伊予郡砥部町高市１３１８番地 グループホームぽかぽか（ふ
たみ）

伊予市双海町大久保字石ノ久
保甲９７４番地８ 平成２３年４月８日

株式会社幸徳 南宇和郡愛南町城辺甲１０３２番
地７ ヘルパーステーション幸徳 南宇和郡愛南町城辺甲１０３２番

地７ 平成２３年４月２８日
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�愛媛県告示第７１８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように休止した旨の届け出があった。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

伊予訪問看護ステーション 伊予市八倉９０６－５ 医療法人財団尚温会 松山市保免西二丁目１－２ 平成２３年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社信介 宇和島市吉田町立間尻甲５５４
番地６ 訪問介護ひいらぎ 宇和島市柿原甲１４６４番地１ 平成２３年３月３１日

医療法人財団尚温会 伊予市八倉９０６－５ 伊予訪問看護ステーション 松山市保免西２丁目１－２ 平成２３年３月３１日

医療法人財団尚温会 伊予市八倉９０６－５ 伊予訪問介護サービス 松山市保免西２丁目１－２ 平成２３年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人優悠会 西宇和郡伊方町三崎１４４２番地 門田医院 西宇和郡伊方町三崎１４４２番地 平成２３年５月１１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人財団尚温会 伊予市八倉９０６－５ いよ居宅介護支援事業所 松山市保免西２丁目１－２ 平成２３年３月３１日
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�愛媛県告示第７２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市片山、河野中須賀、府中及び夏目地域に係る県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土

地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・河野地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２３年６月１日から平成２３年６月２８日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第７２３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農林漁業用揮発油税財源身替
農道整備事業 湯山久米地区 平成１５年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７２４号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立乙５７２の６、５０３７の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第７２５号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西条市船屋
３５５番地９

浅 木 宗 親

西条市朔日市
１３２番地

塩 崎 紀 元

西条市喜多川
４８６番地１

松 本 一 男
ひ う ち 西条市ひうち漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２３年５月３１日から同年６月１４日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社信介 宇和島市吉田町立間尻甲５５４
番地６ 訪問介護ひいらぎ 宇和島市柿原甲１４６４番地１ 平成２３年３月３１日

医療法人財団尚温会 伊予市八倉９０６－５ 伊予訪問看護ステーション 松山市保免西２丁目１－２ 平成２３年３月３１日

医療法人財団尚温会 伊予市八倉９０６－５ 伊予訪問介護サービス 松山市保免西２丁目１－２ 平成２３年３月３１日
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�愛媛県告示第７２６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西予市

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

代表者 西予市長 三好幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域

� 位置

２工区

西予市明浜町田之浜甲１１０８番２から同甲１１０８番３までの地先

公有水面

� 区域

２工区

次の８点から１５点までを順次直線で結んだ線並びに１５点と８

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（西予市明浜町大字田之浜字ウツシリ甲１５６４の国土地理

院四等三角点「横碆」）は北緯３３度１９分０４秒４７８１、東経１３２度

２３分１９秒２３７３秒の地点

８点は、基点から真北８１度５２分１１秒６００．６９メートルの地点

９点は、８点から真北２２５度１６分２５秒３４．７６メートルの地点

１０点は、９点から真北３１０度１６分３２秒２１．８５メートルの地点

１１点は、１０点から真北４０度１５分１１秒１．００メートルの地点

１２点は、１１点から真北３１０度１５分１１秒６．３０メートルの地点

１３点は、１２点から真北２２０度１５分１１秒１．００メートルの地点

１４点は、１３点から真北３１０度１５分１１秒２１．８５メートルの地点

１５点は、１４点から真北１４度１６分３２秒３５．７１メートルの地点

� 面積

２工区

１，８９８．３０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２１年７月１０日 愛媛県指令２１港第２４０号

４ しゅん功認可年月日

平成２３年５月３１日

�愛媛県告示第７２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線 伊予市中山町佐礼谷甲１４５８番４地内

旧 ７．８～９．５ ０．０２５

新 ８．９～１０．８ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線 伊予市中山町佐礼谷甲１４５８番４地内 平成２３年５月３１日
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�愛媛県告示第７３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３３号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市下伊台町１５６５番３地先から

同町１７０９番２地先まで

旧 ８．０～１５．０ ０．３５８

新 １０．６～２０．０ ０．３５９

〃 〃
松山市下伊台町１７０９番２地先から

同町１６８０番１地先まで

旧
３．０～１０．５ ０．５１５

８．６～２０．０ ０．２８８

新
３．０～１０．５ ０．５１５

１１．４～２４．２ ０．２８８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内横吹山国有林２０２０林班ろ小班地先から

同町御内横吹山国有林２０２０林班ろ小班地先まで

旧 ４．３～２６．０ ０．２８１

新 １３．９～４２．０ ０．２８１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内横吹山国有林２０２０林班ろ小班地先から

同町御内横吹山国有林２０２０林班ろ小班地先まで
平成２３年５月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
大洲市平野町野田４４８番１地先から

同町野田４５８番１まで

旧 １４．９～２４．５ ０．１１６

新 １４．９～３２．０ ０．１１６
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�愛媛県人事委員会規則１３－１６５
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年５月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共

団体

機 関 職

省略

久万高

原町

省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課総務

行政班長 総務課財政管財班長

省略

省略

省略

砥部町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課長補

佐（人事を担当するものに限

る。） 企画財政課長補佐（予

算を担当するものに限る。）

総務課総務管理係長 企画財政

課財政係長

省略

省略

内子町 省略

町長

部局

本庁 課（室）長 会計管理者 総務

課長補佐（人事を担当するもの

に限る。） 総務課政策調整班

長 総務課人事・給与係長 総

務課財政係長

省略

省略

伊方町 省略

町長

部局

本庁 課長 課付課長 会計管理者

総務課総務管理室長 総務課主

別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共

団体

機 関 職

省略

久万高

原町

省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課班長

省略

省略

省略

砥部町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課長補

佐（企画財政課長補佐のに限

る。） 企画財政課長補佐（予

算を担当するものに限る。）

総務課総務管理係長 企画財政

課財政係長

省略

省略

内子町 省略

町長

部局

本庁 課（室）長 会計管理者 総務

課班長（人事又は予算を担当す

るものに限る。） 総務課主任

（人事又は予算を担当するもの

に限る。）

省略

省略

伊方町 省略

町長

部局

本庁 課長 課付課長 会計管理者

総務課長補佐 財政課長補佐

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

運転者管理用電子計算機一式の借入
れ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２３年５月１８日
日本電子計算機株式会
社
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

月額
７，２４２，９００円 一般競争入札 平成２３年４月５日

人事委員会規則

改 正 後 改 正 前
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任（人事を担当するものに限

る。） 財政課主任

出先

機関

支所 総合支所長

省略

教育

委員

会

事務局 教育長 事務局長

教育

機関

省略

省略

松野町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 出納室長

総務課班長 総務課主任（人事

又は予算を担当するものに限

る。）

省略

省略

省略

愛南町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 農業

支援センター長 総務課長補佐

企画財政課長補佐

総務課

職員係長 企画財政課財政係長

出先

機関

省略

省略

省略

教育

委員

会

事務局 教育長 課（室）長

御荘Ｂ＆Ｇ海

洋センター所長

教育

機関

省略

給食セ

ンター

省略

幼稚園 園長

省略

省略

八幡浜

地区施

設事務

組合

省略

青石寮 施設管理者 施設長

省略

備考 省略

財政課事務専門員 総務課人

事係長 財政課財政係長

出先

機関

支所 総合支所長 課長

省略

教育

委員

会

事務局 教育長 課長

教育

機関

省略

公民館 館長

図書館 館長

省略

松野町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 出納室長

総務課長補佐 総務課人事係長

総務課財政係長

省略

省略

省略

愛南町 省略

町長

部局

本庁 課（室）長 会計管理者 農業

支援センター長 総務課長補佐

企画財政課長補佐（予算を担

当するものに限る。） 総務課

職員係長 企画財政課財政係長

出先

機関

省略

観光旅

客船

運航管理者 船長

省略

保健福

祉セン

ター

所長

省略

教育

委員

会

事務局 教育長 課（室）長 Ｄ Ｅ ・

あ・い・２１所長 御荘Ｂ＆Ｇ海

洋センター所長

教育

機関

省略

給食セ

ンター

省略

省略

省略

八幡浜

地区施

設事務

組合

省略

青石寮 施設長

省略

備考 省略

愛 媛 県 報平成２３年５月３１日 第２２７１号

５２０



附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成２３年５月３１日 発行

愛 媛 県 報平成２３年５月３１日 第２２７１号

５２１


